
 

 

３月からの協会けんぽの保険料率と 

４月からの雇用保険料率 

◆令和５年３月分からの健康保険料 

令和５年３月分（任意継続被保険者にあっては同年４月分）

の都道府県単位ごとの保険料率が全国健康保険協会のホーム

ページに公表されました。令和４年度から引上げとなった都道

府県は 13、引下げとなった都道府県は 33、現状維持は１県で

す。東京都は 10.00％になります（令和４年度 9.81％）。なお、

40 歳から 64 歳までの方に加算される介護保険料率は、1.64％

から 1.82％に変更になります。 

【協会けんぽ「令和 5 年度保険料額表（令和 5 年 3 月分から）」】 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5r

yougakuhyou3gatukara/ 

◆雇用保険料率（令和５年４月１日～令和６年３月 31

日まで） 

○一般の事業の雇用保険料率 

労働者負担と事業主負担あわせて 15.5／1,000 となります

（令和５年３月までは 13.5／1,000）。失業等給付・育児休業

給付の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに５／1,000 か

ら６／1,000 に変更になったことで上がりました。事業主のみ

負担となる雇用保険二事業の保険料率については変更はなく、

3.5／1,000 です。 

○農林水産・清酒製造の事業、建設の事業 

農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労働者負担と事

業主負担あわせて 17.5／1,000 となります（令和５年３月まで

は 15.5／1,000）。建設の事業は労働者負担と事業主負担あわ

せて 18.5／1,000 となります（令和５年３月までは 16.5／

1,000）。 

失業等給付等の保険料率が、一般の事業と同じく、労働者負

担・事業主負担ともに上がりました（6/1,000 

から 7／1,000 に変更）。雇用保険二事業の保険料率（事業

主のみ負担）に変更はありません（農林水産 3.5/1,000、建設

4.5／1,000）。 
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【厚生労働省「令和５年度雇用保険料率のご案内」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf 

2022 年の企業倒産状況～東京商工リサーチ調査～ 

◆倒産件数が３年ぶりに増加 

 東京商工リサーチの調査結果によると、2022 年の全国の企業

倒産件数（負債総額 1,000 万円以上）は 6,428 件（前年比 6.6％

増）で、2019 年以来、３年ぶりに前年を上回りました。また、

負債総額は２兆 3,314 億 4,300 万円（同 102.6％増）と、前年（１

兆 1,507 億 300 万円）の約２倍増となり５年ぶりに前年を上回

りました。 

最も負債額が多い倒産は、６月に簡易再生手続をしたマレリ

ホールディングス（株）で、全体の 48.5％（１兆 1,330 億円）

を占めました。また、負債額が１億円未満の倒産は 4,661 件で、

全体の 72.5％を占めました。 

◆業種別では？ 

 産業別の倒産件数は、飲食業等の「サービス業他」が 2,075

件（前年比 3.3％増）で最も多く、２年ぶりに前年を上回りまし

た。このほかに、建設業、製造業、情報通信業、農・林・漁・

鉱業、卸売業、運輸業が前年を上回りました。特に運輸業は、

燃料の高騰や人手不足の影響等により 324 件（同 35.5％増）で、

７年ぶりに 300 件を超えました。 

◆コロナ関連の倒産状況 

 2022 年の新型コロナウイルス関連の倒産件数（負債

1,000 万円以上）は、2,290 件（同 36.7％増）でした。ま

た、２月８日時点での新型コロナウイルス関連の経営破

綻件数はすでに 100 件を超え、2020 年からの累計で 5,197

件に達しました。 

 業種別では、来店客の減少、休業要請などで打撃を受

けた飲食業が最多で 821 件、工事計画の見直しなどの影

響を受けた建設業が 602 件、次いで、アパレル関連、飲

食料品卸売業、宿泊業などが上位を占めています。 
 

 2020 年、2021 年は持続化給付金や新型コロナウイルス

関連の融資による支援もあり、倒産件数は低水準となりま

した。しかし、昨年はコロナ融資の返済が本格化し、さら

に円安・物価高が重なりました。今の状況では倒産件数は

増えることが懸念されますが、今後の政府の支援の動向が

注目されます。 
【東京商工リサーチ「2022 年（令和４年）の全国企業倒

産 6,428 件」】 

https://www.tsr-net.co.jp/news/status/yearly/2022_2

nd.html 

3 月の税務と労務の手続期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 
○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの

＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町

村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・市］贈与税の申告期限＜昨

年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署 

31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 


